
 

 

公用車による交通事故の発生について 

 

  市職員が運転する公用車による交通事故が発生しましたので、次のとおりお知らせし

ます。 

事故に遭われた方をはじめとする関係者や市民の皆様にご迷惑とご心配をお掛けし、

深くお詫び申し上げます。 

 

１ 発生日時 

令和３年６月７日(月)午後３時１５分頃 

 

２ 発生場所 

相模原市南区大野台５丁目１２番８号付近 

 

３ 事故の内容、経過等 

  本市南土木事務所職員が工事の完成検査を終え、公用車により帰庁する途中において、

丁字路に進入し右折しようとしたところ、右側から直進してきた３０代男性が運転する

原動機付自転車と接触しました。 

  被害に遭われた男性は、目立った外傷等はありませんが、病院にて診察を受け、経過観

察中です。 

 

４ 今後の対策（再発防止策等） 

  当該職員に対しては、事故原因を認識させるとともに、今後の車両運行に当たっては、

常に安全運転に取り組むよう徹底指導しました。また、南土木事務所の全職員に対して、

安全運転や交通法規の遵守等とともに、同乗者とコメンタリー（声かけ）運転を徹底する

よう指導し、再発防止を図ります。 

 

問合せ先 

南土木事務所 

 直通電話  042-749-2214 

対応責任者 大貫・庄司 

     

令和３年６月８日 
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